
　　　　　　　主　　　文
１　被控訴人日本文教出版株式会社及び別紙２被控訴人目録中の被控訴人番号１４
７ないし１６４の被控訴人らに対する本件控訴をいずれも却下する。
２　控訴人Ａ，同Ｂ及び同Ｃの被控訴人東京書籍株式会社に対する控訴をいずれも
却下する。
３　その余の本件控訴をいずれも棄却する。
４　控訴費用は控訴人らの負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　略称
　以下，別紙１控訴人目録中の控訴人番号１，４，７，１０，１３，１６，１９，
２２，２４，２７，３０，３３，３６，３９，４２，４５及び４８を「控訴人生
徒」，同控訴人番号２，３，５，６，８，９，１１，１２，１４，１５，１７，１
８，２０，２１，２３，２５，２６，２８，２９，３１，３２，３４，３５，３
７，３８，４０，４１，４３，４４，４６，４７，４９及び５０を「控訴人保護
者」，別紙２被控訴人目録中の被控訴人番号２ないし１９を「被控訴人自治体」，
同被控訴人番号２０ないし２６を「被控訴人発行者」，同被控訴人番号２７ないし
１６４を「被控訴人著作者」という。
第２　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
（１）　原判決中控訴人らの損害賠償請求を棄却した部分を取り消す。
（２）ア　歴史的分野の教科用図書について
　被控訴人国は控訴人らに対し，被控訴人自治体は別紙３控訴人被控訴人対応表の
設置者欄の記載に対応する控訴人生徒及び同保護者に対し（被控訴人自治体のうち
被控訴人東京都は同東京都中野区及び同東京都葛飾区に対応する控訴人生徒及び同
保護者に対し），被控訴人発行者は同対応表の歴史教科書欄の記載に対応する控訴
人生徒及び同保護者に対し，被控訴人著作者は別紙４被控訴人分類表の記載におい
て分類される同発行者が上記のとおり同対応表で対応する控訴人生徒及び同保護者
に対し，それぞれ５万円及びこれに対する原判決別紙７訴状送達日一覧表の各被控
訴人に対する訴状送達日欄記載の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。
イ　公民的分野の教科用図書について
　被控訴人国は控訴人らに対し，被控訴人自治体は別紙３控訴人被控訴人対応表の
設置者欄の記載に対応する控訴人生徒及び同保護者に対し（被控訴人自治体のうち
被控訴人東京都は同東京都中野区及び同東京都葛飾区に対応する控訴人生徒及び同
保護者に対し），被控訴人発行者は同対応表の公民教科書欄の記載に対応する控訴
人生徒及び同保護者に対し，それぞれ５万円及びこれに対する各被控訴人に対する
上記訴状送達日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ　地理的分野の教科用図書について
　被控訴人国は控訴人らに対し，被控訴人自治体は別紙３控訴人被控訴人対応表の
設置者欄の記載に対応する控訴人生徒及び同保護者に対し（被控訴人自治体のうち
被控訴人東京都は同東京都中野区及び同東京都葛飾区に対応する控訴人生徒及び同
保護者に対し），被控訴人発行者は同対応表の地理教科書欄の記載に対応する控訴
人生徒及び同保護者に対し，それぞれ５万円及びこれに対する各被控訴人に対する
上記訴状送達日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（３）　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
（１）　本件控訴をいずれも棄却する。
（２）　控訴費用は控訴人らの負担とする。
第３　事案の概要
１　本件は，公立中学校に就学していた控訴人生徒に給与された歴史的分野，公民
的分野及び地理的分野の各教科用図書に違憲・違法な記述があり，これにより精神
的な苦痛を受けたとして，控訴人生徒及びその親権者である控訴人保護者が，歴史
的分野の教科用図書の著作者である被控訴人著作者，各教科用図書を発行した被控
訴人発行者，各教科用図書の検定をした被控訴人国，各教科用図書を採択して控訴
人生徒に給与し，又は中学校の設置者として控訴人生徒に本件各教科用図書に基づ
く履修をさせた被控訴人自治体に対し，主位的に債務不履行，予備的に不法行為に
基づく損害賠償（慰謝料）を請求する訴訟である（原審ではその余の請求があった
が，控訴は上記請求に限定された。）。



　原審が，上記請求をいずれも棄却したため，控訴人らが本件控訴に及んだもので
ある。
２　本件の前提となる事実関係等の概要は次のとおりである（当事者間に争いがな
い。）。
（１）　法令等の概要
　本件に関連する法令等の定めの概要は，原判決の「事実」の「第３　法令等の定
め」欄に記載のとおりである。
（２）　当事者
ア　控訴人生徒は，平成９年度から，別紙３控訴人被控訴人対応表中の控訴人生徒
に対応する設置者欄記載の被控訴人自治体が設置した中学校に就学した生徒であ
る。
　控訴人保護者は，上記別紙３のとおり控訴人生徒に対応する親権者であり，学校
教育法（平成１０年法律第１０１号による改正前のもの）３９条１項の規定により
控訴人生徒を中学校に就学させる義務を負っていた保護者である。
イ　文部大臣は，平成９年度から中学校で使用する教科用図書の検定を行う被控訴
人国の機関であった。
ウ　被控訴人自治体（同東京都を除く。）は，控訴人生徒が平成９年度から就学し
た上記別紙３の中学校欄記載の中学校の設置者である。
　被控訴人自治体（同東京都中野区及び同東京都葛飾区を除く。）においては，そ
の機関である教育委員会が，中学校の全教科について，検定を経た教科用図書のう
ちから，種目ごとに１種の教科用図書を採択した。控訴人Ｄが就学した中野富士見
中学校は被控訴人東京都中野区が，控訴人Ｅが就学した亀有中学校は被控訴人東京
都葛飾区が設置者であるが，これらの中学校で使用する教科用図書の採択は，地方
教育行政の組織及び運営に関する法律（平成１０年法律第５４号による改正前のも
の）５９条１項の規定により，被控訴人東京都の機関である東京都教育委員会が行
った。
エ　被控訴人発行者は，原判決別紙４検定教科書目録（ただし，目録番号一九，二
〇及び二一の書名中の各「〈改訂版〉」を「〈初訂版〉」に改める。）記載のとお
り，中学校で使用する歴史的分野，公民的分野及び地理的分野の各教科書（以下
「本件各教科用図書」という。）を発行した会社である。
オ　被控訴人著作者は，本件各教科用図書のうち歴史的分野の教科用図書（以下
「本件各歴史教科書」という。）の著作者である。すなわち，被控訴人番号２７な
いし６６の被控訴人らは，被控訴人教育出版が発行した「中学社会　歴史」の，被
控訴人番号６７ないし１０５の被控訴人らは，被控訴人東京書籍が発行した「新編
　新しい社会　歴史」の，被控訴人番号１０６ないし１１９の被控訴人らは，被控
訴人日本書籍が発行した「中学社会　歴史的分野」の，被控訴人番号１２０ないし
１３１の被控訴人らは，被控訴人大阪書籍が発行した「中学社会〈歴史的分野〉」
の，被控訴人番号１３２ないし１４６の被控訴人らは，被控訴人清水書院が発行し
た「日本の歴史と世界　中学校　歴史」の，被控訴人番号１４７ないし１５６の被
控訴人らは，被控訴人日本文教出版が発行した「中学生の社会科　日本の歩みと世
界〔歴史〕」の，被控訴人番号１５７ないし１６４の被控訴人らは，被控訴人帝国
書院が発行した「社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き〈初訂版〉」の
著作者である。
（３）　本件各教科用図書の検定
ア　被控訴人発行者は，それぞれ上記（２）オのとおり対応する被控訴人著作者に
対し，歴史的分野の検定申請用図書の著作及び編集を依頼し，被控訴人著作者は，
各被控訴人発行者に対し，その作業を共同して行うことを承諾し，本件各歴史教科
書を共同で執筆した。
イ　被控訴人発行者は，文部大臣に対し，上記（３）アで作成した検定申請用図書
について，中学校の社会科の教科用図書とするため，検定の申請をした。
ウ　文部大臣は，平成８年２月２９日，被控訴人発行者の申請に係る図書のすべて
（本件各教科用図書）について，検定をした。上記検定申請用図書と本件各教科用
図書は，その内容においてほぼ同一である。
エ　被控訴人国は，平成８年度中に，本件各教科用図書について，被控訴人発行者
との間で購入契約を締結し，被控訴人発行者は，同契約に基づき，本件各教科用図
書を所定の取次供給所等に納入した。
（４）　本件各教科用図書の採択等
ア　被控訴人自治体（同東京都中野区及び同東京都葛飾区を除く。）の教育委員会



は，平成９年度から中学校に就学する学齢生徒が社会科の履修のために使用する教
科書として，上記別紙３の歴史教科書欄，公民教科書欄及び地理教科書欄記載のと
おり控訴人生徒に対応する教科用図書を採択した。
イ　被控訴人国は，平成９年度以降に本件各教科用図書の使用を開始させるため，
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（平成１１年法律第１６０号
による改正前のもの。以下「無償措置法」という。）３条に基づき，平成８年度中
に，被控訴人自治体（同東京都中野区及び同東京都葛飾区を除く。）に対し，その
採択に係る教科用図書を無償で給付した。
ウ　被控訴人自治体（同東京都中野区及び同東京都葛飾区を除く。）は，無償措置
法５条に基づき，被控訴人国から無償で給付された本件各教科用図書を控訴人生徒
に給与し，平成９年度以降に控訴人生徒の通う中学校においてその使用を開始させ
た。
（５）　本件各教科用図書の記述
　本件各教科用図書には，原判決別紙６記述部分一覧表記載のとおりの記述があ
る。
３（１）　原審における当事者の主張は，次のとおり訂正又は付加するほかは，原
判決の「事実」の「第６　本案に関する当事者の主張」欄及び原判決別紙８違法事
由一覧表に記載のとおりである。
ア　原判決５１頁３行目の「実質的当事者訴訟としての」を削除し，同５４頁２，
３行目の「教育委貴会」を「教育委員会」に，同頁１３行目の「国」を「被控訴人
国」に，同５５頁７行目の「完了させなければない」を「完了させなければならな
い」に，同５６頁１０行目の「考査試験では」を「考査試験は」に，同頁２１行目
の「請求」を「主張」にそれぞれ改める。
イ　原判決５６頁２４行目から同５７頁１６行目までを削除する。
ウ　原判決５７頁１７行目の「契約責任と履行請求」を「契約責任」に改め，同５
８頁４行目の「この場合，」から同６１頁４行目までを削除する。
エ　原判決６４頁１５行目の「一元的な」を「一元的に」に，同６６頁５行目，同
７３頁８行目及び同頁２５行目の各「別紙一覧表」を「別紙６記述部分一覧表」
に，同６７頁４行目の「２１条１項」を「２４条１項」に，同８１頁１０行目の
「返還されていない」を「返還されていなかった」に，同８２頁２行目の「用語に
は」を「用語は」に，同８４頁１０行目の「教科用検定規則」を「教科用図書検定
規則」に，同８５頁２行目の「有無判断する」を「有無を判断する」に，同８６頁
２行目の「東京書籍」を「被控訴人東京書籍」に，同８９頁２６行目の「同条２
項」を「同規則１３条２項」に，同９０頁４行目の「著作者にも」を「著作者も」
に，同頁２６行目の「国においては」を「被控訴人国においては」に，同９１頁１
９行目の「著作した」を「著作し，発行した」に，同９２頁２６行目の「行攻機
関」を「行政機関」にそれぞれ改める。
オ　原判決９４頁２５行目から同９５頁１９行目までを削除し，同頁２０行目の
「キ」を「エ」に，同頁２４行目の「国」を「被控訴人国」に，同頁２５行目の
「被告」を「被控訴人ら」に，同９６頁１行目の「ク」を「オ」に，同頁１２行目
の「ケ」を「カ」に，同９７頁２２行目の「抽象牲」を「抽象性」にそれぞれ改め
る。
カ　原判決１００頁２４行目の「学校教育法」の後に「（平成１１年法律第１５１
号による改正前のもの）」を加え，同１０８頁９行目の「○○」を「○○」に改め
る。
（２）　控訴人らの当審における主張の概要は，次のとおりである。
ア　債務不履行責任について
（ア）　控訴人らと被控訴人国及び同自治体との間においては，契約関係が存在す
るというべきである。私立中学校における学齢生徒の就学関係は，学齢生徒の保護
者と私立中学校との間の契約関係であるところ，就学する学校が公立中学校であっ
ても，その就学関係の実質的内容は異なるものではなく，私立中学校と公立中学校
とは完全に近い互換性があるから，公立中学校における就学関係も同様に契約であ
ると解すべきである。入学期日の通知や就学すべき学校の指定が行政処分であるこ
とや就学関係が対等な当事者間の法律関係でないことが，直ちに就学関係を契約で
あるとすることの妨げになるものではない。
（イ）　仮に，控訴人らと被控訴人国及び同自治体との間に契約関係が認められな
いとしても，両者の間には具体的な公法上の就学関係が認められるのであるから，
同就学関係から同被控訴人らには控訴人生徒に適正な公教育を行うべきであるとい



う具体的義務が発生し，その義務の違反が認められる場合には，債務不履行に基づ
く損害賠償責任を負うべきである。
（ウ）　上記（ア）のとおり，控訴人らと被控訴人国及び同自治体との間には契約
関係が存在し，これに加えて，同被控訴人らと被控訴人発行者の間に教科用図書の
供給契約が，同発行者と同著作者との間に教科用図書の著作に関する請負契約があ
ることは明らかである。この３個の契約は，統一的な教育制度の下で成立した密接
不可分のものであり，複合的に一体と認識されるべき混合契約であるから，控訴人
らは，被控訴人発行者及び同著作者に対し，この一体としての混合契約から発生す
る瑕疵修補請求権に基づき，教科用図書の違法な記述部分についての訂正請求権を
有するのである。この訂正請求権の有無は，違法性の態様及び程度と関連するか
ら，損害賠償請求権の判断に影響するものである。
（エ）　上記（ア）の就学に関する契約は，双務契約であるし，また，授業料が無
償であっても，これは国民の納税義務と対価関係にあるから，無償契約ではない。
したがって，被控訴人国及び同自治体は，教科用図書の記載内容に関し，民法５７
０条により，法定責任としての瑕疵担保責任を負うというべきである。
（オ）　以上のとおり，被控訴人国及び同自治体は，控訴人生徒に本件各教科用図
書を用いて履修させるに際し，当該図書に誤った知識や一方的な観念を子どもに植
え付けるような内容の記述をさせてはならないという不作為義務を負担しており，
被控訴人発行者及び同著作者も，上記（ウ）の一体の混合契約により，その義務の
共同負担者になるというべきである。
　被控訴人らがその義務に違反した場合には，控訴人らに対し，債務不履行に基づ
く損害賠償をすべきである。
イ　不法行為責任について
（ア）　教育基本法１０条１項は，教育に対する「不当な支配」を禁止している。
したがって，国の教育権能も無制限のものではなく，憲法及び教育基本法などの法
令により制限された裁量権を逸脱した場合には，違憲ないし違法なものとなるので
ある。不法行為の成立要件は，従来の「権利侵害」から「違法性」に変わったので
あるから，原判決が，子どもや親には教育内容の是正を求める憲法上ないし法令上
の権利がないから，権利侵害がない以上不法行為は成立しないと判断するのは，不
法行為の成立に関する解釈を誤ったものである。
（イ）　被控訴人らによって侵害された控訴人らの法律上保護された利益は，教育
の自由，学習権ないしは誤った知識や一方的な観念を押し付けられず，又は特定の
歴史観を強制されたり，歴史観の形成について干渉されないという人格的利益であ
り，これは憲法１３条，１９条，２６条により法的に保護されたものである。子ど
もの学習権は，自由権としての憲法上の権利であり，その法的権利性を認めない原
審の判断は誤りである。
　控訴人生徒を直接学習指導した教育公務員には，教育関係法令等に基づき控訴人
生徒に健全な教育を施すべき職務上の配慮義務が存在するので，本件各教科用図書
の内容に誤った知識や一方的な観念を押し付けるような記述がある場合に，その内
容を補正しないまま，生徒にその履修をさせることは，違法な公権力の行使にな
る。
（ウ）　被控訴人国及び同自治体の行為の違法は，①公務員が一体となって検定基
準中にいわゆる近隣諸国条項を追加規定し，違法な記述を含む本件各教科用図書を
作成し，これを用いて控訴人生徒に履修をさせた作為及び②近隣諸国条項が違憲・
違法であることを知りながらこれを検定基準から削除せず，かつ，検定に際し，本
件各教科用図書の違法な記述を訂正・削除させなかった不作為である。いまだ判断
能力のない控訴人生徒が本件各教科用図書による履修を余儀なくされたことは，国
家権力が，近隣諸国条項が前提とする特定の思想ないし歴史観を強制したことにほ
かならず，憲法１９条，９９条に違反する。
（エ）　控訴人らに対する不法行為は，本件各教科用図書の著作，検定申請，検
定，採択，給付，給与教師による本件各教科用図書を用いた教育という連続した過
程を通して行われたものである。被控訴人発行者及び同著作者は，同国及び同自治
体の行為と主観的にも客観的にも関連共同性を有する本件各教科用図書の違法な記
述部分の著作，発行をしたのであるから，被控訴人発行者及び同著作者は，同国及
び同自治体の共同不法行為者として，控訴人らに対し，不真正連帯債務を負担する
というべきである。
（３）　被控訴人国及び同自治体の当審における主張
ア　公立中学校の生徒の就学関係は，教育基本法４条１項，学校教育法２２条１



項，３９条１項の規定により，保護者の意思にかかわらず一方的に就学義務を負わ
せるものであり，公権力の行使をその本質とする公法的法律関係である。したがっ
て，控訴人らと被控訴人国及び同自治体との間に控訴人らが主張するような契約関
係が存在しないことは明らかであり，同被控訴人らに控訴人らに対する債務不履行
責任が発生する余地はない。
イ　文部大臣が教科用図書の検定権限を適正に行使する義務は，国民全体に対して
負担する一般的，抽象的義務，教育委員会が教科用図書の採択権限を適正に行使す
る義務は国民全体ないし当該採択地区の住民全体に対して負担する一般的，抽象的
義務であり，いずれも個別の国民の具体的権利に対応した法的義務ではないから，
文部大臣や教育委員会の行為が控訴人らとの関係で国家賠償法１条にいう違法を生
じさせることはあり得ない。
　また，文部大臣の教科用図書の検定権限は，高度の公益的要求に応えるために認
められたものであり，学術的，教育的な専門技術的判断を伴うものであるから，文
部大臣の合理的な裁量に委ねられている。本件において裁量権が収縮したり，裁量
権の濫用となる事情はなく，文部大臣が控訴人らの主張するような記載について被
控訴人発行者及び同著作者に対し削除，訂正を求めなかったとしても，違法となる
ことはない。
ウ　控訴人らは，自らの主張するような歴史観を有していることをもって，何ら差
別的ないし不利益な取扱いを受けているわけではないので，思想の自由を侵害され
ているとはいい難い。
　また，控訴人らが，自らが正しいと信ずる学説ないし見解が本件各教科用図書に
採用されていないこと等により精神的苦痛を覚えたとしても，これをもって法的に
保護された利益の侵害が発生しているとはいえない。
（４）　被控訴人発行者及び同著作者の当審における主張
ア　控訴人らと被控訴人発行者及び同著作者との間には，いかなる意味においても
意思表示の合致は存在せず，契約関係の存在を前提とする損害賠償請求権が生ずる
余地はない。
イ　被控訴人発行者及び同著作者は，検定基準等を踏まえて申請用図書を作成し，
文部大臣の検定意見を検討した上，特段異を唱えるべきものはないと判断し，検定
意見に沿った記述の修正を行い，最終的に検定合格に至っているのである。控訴人
らは，原判決別紙８違法事由一覧表のとおり教科用図書に記述されるべきである，
又は記述されるべきでないとする内容を主張するが，そのような内容の教科用図書
が執筆され発行される控訴人らの利益は，表現の自由を有する被控訴人発行者及び
同著作者との関係において，法的に保護を受けるような性質のものではない。
第３　当裁判所の判断
１　被控訴人日本文教出版，同Ｆ，同Ｇ，同Ｈ，同Ｉ，同Ｊ，同Ｋ，同Ｌ，同Ｍ，
同Ｎ，同Ｏ，同Ｐ，同Ｑ，同Ｒ，同Ｓ，同Ｔ，同Ｕ，同Ｖ及び同Ｗ（別紙２被控訴
人目録中の被控訴人番号２５及び同１４７ないし１６４）に対する控訴について
　控訴人らの控訴の趣旨は，各控訴人らに別紙３記載のとおり対応する被控訴人ら
に対し，当該控訴人らが損害賠償を求めるというものである。しかしながら，別紙
３によれば，被控訴人日本文教出版が発行した歴史的分野，公民的分野及び地理的
分野の各教科書並びに同帝国書院が発行した歴史的分野の教科書は，いずれの控訴
人生徒にも給与されていないとされている。そして，控訴人らは，原審において
も，被控訴人日本文教出版並びに同被控訴人及び同帝国書院が発行した歴史的分野
の教科書の著作者である別紙２被控訴人目録中の被控訴人番号１４７ないし１６４
の被控訴人らに対しては損害賠償請求をしていなかった（１審原告らのうち原判決
に対して控訴をしなかった者らの一部が同被控訴人らに対して請求をしていたにす
ぎない。）。結局，同被控訴人らに対しては，いずれの控訴人らも原審及び当審に
おいて何らの請求もしていないことになる。
　したがって，被控訴人日本文教出版及び別紙２被控訴人目録中の被控訴人番号１
４７ないし１６４の被控訴人らに対する本件控訴は，いずれの控訴人らも控訴の利
益を有しない不適法なものであるというべきであり，却下を免れない。
２　控訴人Ａ，同Ｂ及び同Ｃの被控訴人東京書籍に対する控訴について
　控訴人Ａ，同Ｂ及び同Ｃは，被控訴人東京書籍に対する訴えを原審で取り下げて
おり（同被控訴人は，これにつき同意している。），原判決も同訴えをその対象に
していないことは明らかである。したがって，同控訴人らの同被控訴人に対する控
訴は，不適法であることが明らかであり，却下を免れない。
３　当裁判所も，控訴人らの上記１，２以外に係る請求は，いずれも理由がないと



判断する。その理由は，次のとおりである。
（１）　主位的請求（債務不履行に基づく損害賠償請求）について
ア　被控訴人自治体（同東京都を除く。）が設置した中学校における控訴人生徒の
就学あるいは同中学校における教科用図書の使用に関し，控訴人らと被控訴人らと
の間に，何らかの契約ないし合意が成立するために必要な意思表示の合致が認めら
れないことは明らかである。すなわち，控訴人生徒の就学関係は，控訴人生徒の親
権者である控訴人保護者と中学校を設置する被控訴人自治体（同東京都を除く。）
との間において，就学に関する申込みとこれに対する承諾があって初めて生じたと
いう性質のものではないのである。その理由は，次のとおりである。
イ　すべて国民は，その保護する子女に，９年の普通教育を受けさせる義務を負っ
ているところ（憲法２６条２項前段，教育基本法４条１項），保護者は，子女が小
学校又は盲学校，聾学校若しくは養護学校の小学部の過程を修了した日の翌日以後
における最初の学年の初めから，満１５歳に達した日の属する学年の終わりまで，
これを，中学校，中等教育学校の前期過程又は盲学校，聾学校若しくは養護学校の
中等部に就学させる義務を負っている（学校教育法（平成１０年法律第１０１号に
よる改正前のもの）３９条１項）。
　保護者の上記義務に対応し，市町村は，その区域内にある学齢生徒を就学させる
に必要な中学校を設置しなければならない（学校教育法（平成１３年法律第１０５
号による改正前のもの）４０条，２９条）。中学校は，小学校における教育の基礎
の上に，心身の発達に応じて，中等普通教育を施すことを目的とするものであり，
その修業年限は，３年とされている（同法３５条，３７条）。そして，中学校にお
いては，文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用
図書を使用しなければならない（同法（平成１１年法律第１６０号による改正前の
もの）４０条，２１条１項）。
　学校その他の教育機関を管理し，学校の組織編制，教育課程，教科書その他の教
材の取扱い及び教育職員の身分取扱いに関する事務を行う行政機関として都道府
県，市町村等に教育委員会が置かれ（地方自治法１８０条の８，地方教育行政の組
織及び運営に関する法律（平成１１年法律第８７号による改正前のもの。以下同
じ。）２条），学齢生徒の就学，教科書その他の教材の取扱いに関することについ
ては，教育委員会が管理し，及び執行することとされている（同法２３条４号，６
号）。
　中学校における具体的な就学の手続をみると，市町村の教育委員会は，毎年１０
月１日現在において，その市町村の区域内に住所を有する者で翌年４月１日に中学
校に入学すべき学齢生徒について，１０月末日までに，学齢生徒の氏名，現住所，
保護者と学齢生徒との関係等を記載した学齢簿を作成し（学校教育法施行令（平成
１２年政令第３０８号による改正前のもの）１条，２条，同法施行規則（平成１０
年文部省令第３８号による改正前のもの）３０条，３１条），この学齢簿に記載さ
れたすべての就学予定者（ただし，他の中学校に就学させる旨保護者から届出があ
った者，健康診断の結果判明した盲者，聾者等を除く。）について，その保護者に
対し，翌年１月末日までに，その入学期日を通知し，また，就学すべき中学校の指
定をしなければならないとされている（同法施行令（平成１０年政令第３５１号に
よる改正前のもの）５条）。この入学期日の通知等によって，学齢生徒を就学させ
るべき保護者の義務が，特定の就学すべき中学校との関係で具体化されることにな
る。
ウ　学齢生徒の教育を受ける権利，保護者が学齢生徒に中学校の教育を受けさせる
義務並びに国及び地方公共団体が国民に無償の義務教育を施す義務といった憲法上
の要請を完全に実現するために，国及び地方公共団体は，上記のように，中学校に
おける教育の制度を整備し，実施しているのであり，上記の過程を経て形成される
学齢生徒の公立中学校における就学に関する法律関係は，私的自治の原則が妥当し
対等な当事者間の合意によって形成される私法上のものではなく，高度の公益を実
現するために，公権力の行使をもって形成されたものであることが明らかである。
このようにして形成された就学に関する法律関係の下においては，学齢生徒，その
保護者，国及び地方公共団体は，上記のとおり，それぞれ憲法及び教育関係諸法令
に基づく権利を有し，義務を負っているのであるが，これら権利義務はあくまでも
公法上のものであって，たとえその当事者に義務の不履行があったとしても，民法
４１５条に基づいて，他の当事者に対する損害賠償義務が発生するようなものでは
ないというべきである。
　控訴人らは，私立中学校における就学が保護者と私立中学校との間の契約である



ことを理由に，公立中学校における就学も同様に契約であると主張する。しかしな
がら，保護者があえて子女の教育のために特定の私立中学校を選択して就学の申込
みをし，当該私立中学校の側でもその生徒が当該私立中学校に入学するにふさわし
い者かどうかを審査した上で入学の可否を決めるという保護者と私立中学校との間
の合意を基礎にして形成される就学関係を，上記のような過程を経て形成される公
立中学校における就学と同視することができないのは，当然のことであり，控訴人
らの主張は，失当であるといわざるを得ない。
エ　以上のとおり，控訴人らが主張する混合契約の不履行，同混合契約から発生す
る瑕疵修補請求権（教科用図書の違法な記述の訂正請求権）又は就学に関する契約
の瑕疵担保責任を理由とする被控訴人らに対する各損害賠償請求権は，およそ成立
する余地のないものであって，本件の主位的請求は，その余の点について判断する
までもなく，失当であり，理由がないというべきである。
（２）　予備的請求（不法行為に基づく損害賠償請求）について
ア　国家賠償法１条１項は，「公務員が，その職務を行うについて，故意又は過失
によって違法に他人に損害を加えたとき」を責任発生の要件としている。この規定
が，民法７０９条に基づく不法行為と同様に，権利侵害すなわち法的に保護された
利益（法益）の侵害の有無を問題とし，民法上の不法行為責任の成立に必要な法益
の侵害という要件を国家賠償の場合に不要とするものでないことはいうまでもない
ことである。控訴人らは，不法行為の成立要件が「権利侵害」から「違法性」に変
わったと主張して，憲法上ないし法令上の権利の存在は要件でないとするが，それ
が法的に保護される利益の存在をも要件でないというのであれば，独自の見解であ
るといわざるを得ない。「権利侵害」を問題にしないというのは，「権利」として
の成熟性を要求しないというにすぎず，法益の存在は不可欠である。
　そこで，本件においても，控訴人らの法益に対する侵害があるかどうかを検討し
なければならない。
イ　憲法２６条１項の規定の背後には，国民各自が，一個の人間として，また，一
市民として，成長，発達し，自己の人格を完成，実現するために必要な学習をする
固有の権利を有すること，特に，みずから学習することのできない子どもは，その
学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利
を有するとの観念が存在しているということができる。このように，子どもに学習
をする権利があるのに対応して，親は子女の教育の自由を有すると認められるが，
このような親の教育の自由は，主として家庭教育等学校外における教育や学校選択
の自由にあらわれるものである。
　一方において，国は，子ども自身の利益を擁護し，又は子どもの成長に対する社
会公共の利益と関心に応えるため，必要かつ相当と認められる範囲において，教育
内容についてもこれを決定する権能を有するものと解される。もっとも，この場合
においても，子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家
的介入，例えば，誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教
育を施すことを強制するようなことは，憲法２６条，１３条の規定上許されないこ
とはいうまでもない（以上につき，最高裁昭和５１年５月２１日大法廷判決・刑集
３０巻５号６１５頁参照）。
　そこで，本件との関連において問題になるのは，上記の子どもの学習をする権利
の性格及び国の教育内容を決定する権能を考えた場合，個々の生徒に対し，中学校
で使用する教科用図書を検定する国（文部大臣）あるいは中学校を設置し，そこに
おいて検定を経た教科用図書を使用し，教師を通じて生徒に教育を施す市町村か
ら，同教科用図書に記載された誤った知識や一方的な観念を植え付けるような内容
の教育を施されないという法的な利益を享受させるべきかどうか，換言すれば，個
々の生徒との関係で，国に対し上記検定において教科用図書から誤った知識や一方
的な観念を植え付けるような記載を排除する義務を認め，市町村に対し上記内容を
含む教科用図書を使用しない義務を認めるべきか否かということである。
ウ　中学校における教育においては，教育を受ける権利の発現形態というべき学習
をする権利の主体者である生徒の側に教育内容に対する批判能力を要求することは
できないこと，親に教育の義務があり，教育の自由が認められるが，学習をする権
利が基本的には大人一般に対して教育を施すよう要求する権利と観念されることか
らすると，上記の教育内容を決定する国の権能に期待されるところは大きい。しか
し，この権能は，個々の生徒又は親の個々の利益というより我が国の生徒全体の一
般的，抽象的利益を擁護し，社会公共の利益と関心に応えるという目的から認めら
れるものというべきであって，その意味では，個々の生徒に教育を受ける権利があ



り，あるいはその親に教育の義務及び自由があるといっても，その権利は一般的，
抽象的権利というべきであり，各個人がどのような内容の教育を受けるかについて
国又は自治体に対して具体的に要求することは憲法上保障されているものではない
といわざるを得ない。そして，法令上も，生徒又はその親が国のこの権能の行使，
具体的には文部大臣の教科用図書検定権限の行使に関し，何らかの利益を認め，こ
れを保護する規定を置いていない。
　そうであるとすれば，国に教育内容を決定する権能があり，教科用図書につき検
定権限が認められるとしても，そのことから，個々の生徒又はその親に教科用図書
の記載によって侵害されるべき法的利益の存在を肯定することはできない。したが
って，国又は市町村に前記のような義務を認めることはできず，控訴人らの被控訴
人国及び同自治体に対する各損害賠償請求は，その余の点を判断するまでもなく，
理由がないというほかない。
エ　補足するに，中学校において使用する教科用図書は，内容が正確かつ中立・公
正であり，学校の目的，教育目標，教科内容に適合し，内容の程度が生徒の心身の
発達段階に応じたもので，生徒の使用の便宜に適うものでなければならないこと
は，教育基本法，学校教育法，教科書の発行に関する臨時措置法等の関連条文の規
定から明らかである。そして，文部大臣の検定権限は，それら法令及び検定関係法
規の趣旨に合致するように行使されなければならないが，検定の審査，判断は，上
記のとおりの様々な観点から多角的に行われる学術的，教育的な専門技術的判断で
あるから，事柄の性質上，文部大臣の合理的な裁量に委ねられるものである。した
がって，検定の申請がされた図書の合否の判定，条件付合格の条件の付与等につい
ての教科用図書検定調査審議会の判断の課程（検定意見の付与を含む。）に，原稿
の記述内容又は欠陥の指摘となるべき検定当時の学説状況，教育状況についての認
識や，検定基準に反するかどうかの評価等に看過し難い過誤があって，文部大臣の
判断がこれに依拠してされたと認められる場合には，その判断は，裁量権の範囲を
逸脱したものとして，国家賠償法上違法となると解される（以上につき，最高裁平
成５年３月１６日第三小法廷判決・民集４７巻５号３４８３頁，同平成９年８月２
９日第三小法廷判決・民集５１巻７号２９２１頁参照）。
　上記判例のように文部大臣の検定に関して教科用図書の記載内容を変更させる措
置が裁量権の範囲を逸脱し，違法なものであると認められる場合には，これが直ち
に検定の申請をした者の表現の自由を制約することになるのであるから，その者
は，その法益の侵害（表現の自由の侵害）を理由に国家賠償を求めることができる
というべきである。しかし，この場合，教科用図書を使用する子ども又はその親の
側には何らの法益侵害はなく，損害賠償の余地はない。
　これとは逆に，検定の結果合格と判定され，記載内容に変更がされなかった場
合，文部大臣の検定に関する措置が裁量権の範囲を逸脱し，違法なものであり（検
定権限の行使はできるだけ抑制的であることが要請されることからすれば，稀有な
事例であろう。），その違法な検定を経た教科用図書が教育委員会によって採択さ
れ，子どもに給与され，これを使用して教育が施されたとしても，表現の自由の侵
害がないのはもちろん，子ども又は親にとっても，学習の権利に由来する子ども
（ないし保護者）の具体的な法益が侵害されたことになると考えることも，前記説
示のとおり相当でない（この場合，文部大臣に行政上の責任が発生することは当然
である。）。
　控訴人らは，本件において，被控訴人らが検定による記載の変更をしなかったこ
と等によって，教育の自由，学習権ないしは誤った知識や一方的な観念を押し付け
られず，又は特定の歴史観を強制されたり，歴史観の形成について干渉されない人
格的利益が侵害されており，この利益は，憲法１３条，１９条，２６条により法的
に保護されているのであるから，不法行為の成立が認められる旨主張するが，上記
検討したところに照らすと，独自の見解であるというべきであり，採用することが
できない（憲法１３条を根拠とする権利も，同２６条と併せて子どもの学習をする
権利に関係する限り，同２６条について上記で検討したところと同様に一般的，抽
象的権利である。また，控訴人らが内心においていかなる国家観，歴史観等を持と
うと完全に自由であるのは当然のことであり，本件各教科用図書が採択され，生徒
に給与され，中学校の教育において使用されたことが，特定の思想を抱くことを禁
止したり，抱いている特定の思想の表明を強制したりすることにならないことは明
らかであるから，控訴人らが主張する被控訴人らの行為によって憲法１９条が保障
する控訴人らの権利ないし利益が侵害されることはないというべきである。）。
　もっとも，現実には想定し難いことではあるが，文部大臣の検定に関する措置



が，単なる裁量権の範囲の逸脱にとどまらず，検定基準の明示的な条項をあえて無
視し，明らかに違法な教科用図書を恣意的に検定に合格させたような場合，例え
ば，義務教育諸学校教科用図書検定基準に「政治や宗教の扱いは公正であり，特定
の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり，それらを非難していたりすると
ころはないこと。」（同検定基準第２章２（２））とあるのに，特定の宗派の教義
にすぎない歴史の見方をあたかも宗教から離れた歴史的事実であるかのように記述
したり，また，同検定基準に「図書の内容に，特定の個人，団体などの権利や利益
を侵害するおそれのあるところはないこと。」（同（１６））とあるのに，特定の
生徒の名誉やプライバシーを侵害する事実を記述したりしている教科用図書が採択
され，生徒に給与され，これを使用して教育がされた場合などに，上記教義と異な
る教義の宗教を信ずる生徒又は特定の宗教を信じない生徒の信教の自由（憲法２０
条により，個々の生徒は国から特定の宗教を強制されないという法益を有すること
を認めることができよう。）や特定の生徒の名誉・プライバシーといった法益が具
体的に侵害されたと観念できる場合があり得るが，控訴人らが本件で違法であると
主張する本件各教科用図書の記述がそのような類型のものでないことは，その主張
自体から明らかである（なお，控訴人らは，本件各教科用図書が年号を記述する際
に西暦を使用していることが，キリスト教徒でない控訴人らの信教の自由を侵害す
るなどと主張しているが，西暦で表記された歴史的事実について教育を受けること
がキリスト教徒以外の者の信教の自由の侵害にならないことは明らかであり，控訴
人らの主張は失当である。）。
オ　そうすると，控訴人らの被控訴人国及び同自治体以外の被控訴人らに対する不
法行為に基づく損害賠償請求も，控訴人らの法益の侵害が認められないのであるか
ら，その余の点について判断するまでもなく，失当であり，理由がない。
４　以上によれば，被控訴人日本文教出版及び別紙２被控訴人目録中の被控訴人番
号１４７ないし１６４の被控訴人らに対する本件控訴並びに控訴人Ａ，同Ｂ及び同
Ｃの被控訴人東京書籍に対する控訴はいずれも不適法であるから，却下すべきであ
り，また，その余の本件請求については，いずれも理由がないとしてこれを棄却し
た原判決は相当であるから，その余の本件控訴は理由がなく，棄却を免れない。
　よって，主文のとおり判決する。
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